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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
お
け
る
裏
金
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
、
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
な
る
組
織
が
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
含
め
、
お
尋
ね
の
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

九
か
ら
十
二
ま
で
に
つ
い
て

確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
員
（
以
下
「
大
使
館
員
」
と
い
う
。
）
の
住
居
手
当

は
、
外
務
本
省
か
ら
大
使
館
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
裏
金
に
関
す
る
事
実
は
確
認
さ
れ
て

い
な
い
。

十
三
に
つ
い
て

確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
こ
れ
ま
で
大
使
館
に
対
し
て
振
り
込
ま
れ
て
い
た
住
居
手
当
が
大
使
館
員
の
個
人
口
座
に
振
り

込
ま
れ
る
よ
う
に
制
度
が
変
更
さ
れ
た
と
の
事
実
は
な
い
。

十
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
実
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
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十
五
に
つ
い
て

昭
和
三
十
一
年
以
降
、
大
使
館
に
対
し
て
、
外
務
省
の
査
察
は
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
、
昭
和
四
十
一
年
六
月
、
昭
和
四

十
九
年
四
月
、
昭
和
五
十
一
年
七
月
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
、
平
成
元
年
十
月
、
平
成
七
年
五
月

か
ら
六
月
ま
で
、
平
成
十
年
五
月
及
び
平
成
十
六
年
九
月
か
ら
十
月
ま
で
の
計
十
回
行
わ
れ
て
い
る
。

十
六
に
つ
い
て

査
察
の
結
果
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
査
察
使
の
把
握
し
た
具
体
的
な
在
外
公
館
の
実
情
、
問
題
点
等
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
り
、
外
務
省
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
を
公
に
す
る
こ
と
は
、
対
外
的
な
関
係
に
お
い
て
、
我
が
国
が
不
利
益
を
被
る

お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

十
七
に
つ
い
て

確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
大
使
館
に
対
し
て
、
会
計
検
査
院
は
、
平
成
十
年
六
月
及
び
平
成
十
四
年
六
月
に
検
査
を
行
っ

て
い
る
。

十
八
に
つ
い
て

会
計
検
査
院
の
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
、
大
使
館
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
不
当
事
項
、
意
見
を
表
示
し
又
は
処
理
を

二



要
求
し
た
事
項
及
び
特
に
掲
記
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

三


